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Ⅰ．総論 

１．はじめに 

  今回策定した「羽咋市特定事業主行動計画」は、「次世代育成支援対策推進法（以下「次世代育

成法という。」）及び、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」

という。）」に基づく計画です。 
 
  次世代育成法は、急速な少子化の進行等を踏まえ、次世代の社会を担う子どもがすこやかに生ま

れ、かつ育成される環境の整備を図るために平成 15 年 7 月に制定されました。また、女性活躍推

進法は、女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍することを通じて、豊かで

活力ある社会を実現するために平成27年 8月に制定されました。 

 

羽咋市では、次世代育成法に基づく「羽咋市特定事業主行動計画」、及び女性活躍推進法に基づ

く「羽咋市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」をそれぞれ策定し、取り

組んできましたが、これらの計画は、その趣旨や取り組み内容において、相互に密接な関係がある

ことから、このたび、両計画を一体化した特定事業主行動計画を策定することに至りました。 

 

本市では、少子高齢化社会の進行に伴う都市機能維持をはじめ、Society5.0 社会への対応、感染

症対策など、多くの政策課題に直面しており、限られた人材でこれらに対応していくことは決して

容易ではありません。しかし、そのような中であっても、家庭も育児も大切にしながら働き続ける

ことができるよう、また、個々が持てる能力を最大限に発揮し、男女が分け隔てなく活躍できるよ

う、職員一人ひとりが輝くことができる職場環境を作るため、計画の推進に努力していきます。 

 

２．計画期間 

次世代育成法は令和6年度まで、女性活躍推進法は令和7年度までの時限法となっています。 

この計画は、第 4期計画として、令和 3年 4月 1日から、女性活躍推進法の終期となる令和 8年 3

月 31日までの5年間を計画期間とします。ただし、必要に応じ随時見直しを行えるものとします。 

 

次世代育成法に基づ

く行動計画 

(平成17年4月1日施行) 

第 1 期計画 

平成17年4月から 

平成22年3月まで 

第 2 期計画 

平成22年4月から 

平成27年3月まで 

第 3 期計画 

平成27年4月から 

令和2年3月まで 

※令和3年3月までに改定 

第 4 期計画 

令和3年4月から 

令和8年3月まで 

※二つの計画を一体化する 

 女性活躍推進法に基

づく行動計画 

（平成28年4月1日施行） 

  第 1 期計画 

平成28年4月から 

令和3年3月まで 

 

３．推進体制 

  本計画の所管は人事担当課とし、機関内の各部局と連携を図りながら、職員に対して本計画の内

容を周知し、推進していきます。また、本計画に盛り込まれた措置を効果的に実施するため、毎年

度、行動計画の内容及び達成状況の点検等を実施するものとします。 
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Ⅱ．現状と課題 

１．採用した職員に占める女性の割合 

年度 男性 女性 計 割合 

H30  2人 3人 5人 60.0% 

R1  3人 2人 5人 40.0% 

R2  2人 1人 3人 33.3% 

現状において、男女に偏った採用は行っていません。今後も男女問わず、有為な人材の確保に努

める必要があります。 

 

２．管理職地位にある職員に占める女性職員の割合 

年度 対象管理職ポストの人数 現状の女性管理職の割合（人数） 

H30  21人 23.8％（5人） 

R1  22人 27.3％（6人） 

R2  23人 26.1％（6人） 

  女性活躍推進法が制定された平成27年度の実績15.8％に比べると10ポイント以上増加していま

すが、30％以上という当初の目標を達成するため、さらなる取組を進める必要があります。 

 

３．各役職段階に占める女性職員の割合    

年度 係長級 主幹 課長補佐 参事 課長 部次長 部長 

H30 42.2% 23.5% 35.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 

R1 40.4% 23.1% 35.0% 66.7% 26.7% 0.0% 0.0% 

R2 40.0% 36.4% 35.0% 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 

令和2年度は主幹及び部次長において増加が見られます。今後も特に課長以上の役職において女

性の登用を進める必要があります。また、例年、参事の割合が他の役職と比べて高くなっています

が、参事から課長への昇任については、男女の分け隔てなく行う必要があります。 

 

４．平均した勤続年数の男女の差異（離職率の男女の差異）    

年度 男性 女性 差（男性－女性） 

H30 19.1年 17.3年 1.8年 

R1 19.6年 17.9年 1.7年 

R2 20.1年 18.6年 1.5年 

女性は男性より１年ほど早く離職する傾向が見られます。女性が定年まで働ける職場環境を整備

していく必要があります。 
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５．男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

年 
男性 女性 

対象者 取得者 取得率 平均取得期間 対象者 取得者 取得率 平均取得期間 

H30 5人 0人 0％ 0日 7人 7人 100％ 15か月 

R1 2人 0人 0％ 0日 8人 8人 100％ 15か月 

R2 1人 0人 0％ 0日 7人 7人 100％ 14か月 

女性職員は、取得率100％、平均取得期間１年以上となっています。一方、男性職員は、未だ取

得実績がない現状であり、男性職員が育児休業を取得するための取組を行う必要があります。 

 

６.男性職員の配偶者出産休暇と育児参加休暇の取得率及び平均取得日数 

年 対象者 
出産補助休暇 育児参加休暇 

取得者 取得率 平均取得期間 取得者 取得率 平均取得期間 

H30 5人 5人 100％ 2日 2人 40％ 4.5日 

R1 2人 2人 100％ 1日 0人 0％ 0日 

R2 1人 1人 100％ 1日 0人 0％ 0日 

出産補助休暇については、100％の男性職員が取得していますが、育児参加休暇については取得

する職員が少ないため、より一層、この休暇制度の周知に努める必要があります。 

 

７．職員一人当たりの時間外勤務時間 

年度 H29 H30 R1 

平均時間外勤務時間 7.6時間 6.3時間 5.7時間 

  年々減少傾向にあります。今後も、事務の見直しや効率化により、さらなる減少を目指す必要が

あります。 

 

 

８. 年次有給休暇の平均取得状況 

年 H30 R1 R2 

平均取得日数 8.7日 9.2日 8.9日 

年次有給休暇取得日数は、ほぼ横ばいとなっています。全職員が月１回以上の年次有給休暇を取

得できるよう、職場環境を整えるとともに、計画年休の取組などを進める必要があります。 
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Ⅲ．取組と目標 

 
１．女性職員のさらなる活躍に向けての取組 

    次に掲げる事項は、女性が職業生活において、その個性と能力を最大限に発揮するための取組

内容です。 

 

（1）配置・登用によるキャリア育成を図ります －活躍の機会を提供するために- 

 

① 若手職員の育成 

若手職員の適性や意欲を踏まえ、企画立案や調整業務等の多様な

職務を経験させることにより、広い視野とマネジメント能力を育

てます。 

② 管理職候補の育成 
係長・課長補佐・課長の各役職段階における人材プールの確保を

念頭に置いた人材育成を実施します。 

③ 昇任試験の柔軟な運用 
子育て中の職員でも昇任試験を受験しやすいよう、実施日の変更

等、柔軟な運用を行います。 

 

（2）研修による意識改革を図ります －自信を持って活躍するために- 

 

① 外部研修の実施 

女性職員のキャリアアップ意識向上と、専門知識習得のため、外部研

修（石川県市町村職員研修所、市町村アカデミー、国際アカデミー等）

への派遣を行います。 

② 内部研修の実施 
管理職前の職員を対象に、昇任による不安を解消し、自信を持ってキ

ャリアアップしていけるよう研修等を強化します。 

 

 

 

  ■上記の取組により達成する目標【達成目標年度 令和 7年度】 

    管理職にある職員に占める女性割合を30％以上にする（令和2年度 26.1％） 
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２．働きやすい職場づくりの推進に向けての取組  

   次に掲げる事項は、出産や育児等に係る制度の周知や時間外勤務の縮減、休暇の取得等を促進

し、仕事と家庭の両立を図るための取組内容です。 

 

（1）出産や育児の諸制度の周知を図ります－制度を有効に活用するために－ 

 

① 子育て支援パン

フレットの作成 

出産費用の給付等の経済的支援措置、育児休業制度、子どもの出生時

における父親の特別休暇制度、子どもの看護休暇制度等の既存の制度

に関し、引き続き、子育て支援パンフレットを作成し、ポータルサイ

ト上に掲載して周知します。また、制度や手続き等に変更があった場

合には、その都度更新し、情報を提供していきます。 

② 研修等による意

識啓発 

子育て世代の職員や管理監督職向けの研修会等を実施し、諸制度につ

いての周知を行います。そして、制度が積極的に利用できるような体

制を整えます。 

                                     

 

（2）妊娠から育児までの支援充実を図ります－出産予定者や子育て中の職員のために－ 

   

① 上司への報告 

職員は、父親・母親になることが分かったら、できるだけ速やかに（出

生予定日のおよそ5ヶ月前までに）、育児をするようになることを所

属長に申し出るように努めます。人事担当課や、課内においてのサポ

ート体制準備のためにも、職員本人の速やかな対応が必要です。 

② 妊娠中の職員へ

の配慮 

管理職は母性保護の観点から、妊娠中の職員が体調不良を訴えた時に、

休憩や休暇が取得できるように配慮します。また、休憩場所について

も、確保に努めます。 

③ 日直勤務の免除 

女性職員が安心して出産や育児に臨めるよう、出産予定日4ヶ月前か

ら出産後12ヶ月の期間において、女性職員の日直勤務を免除します。

また、男性職員においても子育ては夫婦で行うものという観点から、

配偶者の出産予定日の2ヶ月前から出産後12ヶ月の期間において日直

勤務を免除します。 
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（3）男性職員の育児参加促進を図ります －夫婦が協力して子どもを育てるために－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産補助休暇・・・妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための休暇 

（入院する日から出産後2週間以内の期間で3日以内） 

 

育児参加休暇・・・妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学前までの子を養育する

必要がある場合に与えられる休暇（5日以内） 

 

 

■ 上記の取組により達成する目標【達成目標年度 令和 7年度】 

出産補助休暇及び育児参加休暇の取得割合を100％にする 

（令和2年 出産補助休暇100％ 育児参加休暇0％ ） 

 

 

  

（4）育児休業の取得促進を図ります －安心して育児休業を取得するために－ 

 

① 育児休業、産前産

後休暇等の代替要

員の確保 

育児休業、産前産後休暇中の職員の代替要員については、後任配置や事

務分担見直し等のあらゆる可能性を検討したうえで適切に対応します。

特に、保育所等の現場部門においては代替要員の確保に努めます。代替

職員の配置においては、職員が産前休暇に入る前及び育児休業復帰後に

おいて、一定の事務引継期間を確保の上、職員が安心して休暇・休業に

入れるように努めます。 

② 育児休業等を取得

しやすい雰囲気の

醸成 

管理職は、育児休業の取得促進を目指し、職場全体の意識改革や男性職

員が取得しやすくなる職場の雰囲気づくりを醸成します。 

①育児参加への意識啓発 
父親となる職員に対して、各種休暇制度の説明を行います。また、

両親学級への参加を促すなど、育児への積極的参加を奨励します。 

② 出産補助休暇や育児

参加休暇の取得促進 

父親となる職員に対して、出産補助休暇や育児参加休暇の取得を

推奨します。妻の負担を軽減するとともに、積極的な育児参加を

促します。 

③ 男性の育児、家事参加

のための意見交換会の

開催 

男性の育児参加を促し、子育てに対する意識の向上を図るため、

男性の育児、家事参加の啓発セミナーや意見交換の場を設けます。 
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③ 育児休業を取得し

た職員の円滑な職

場復帰 

  

  

管理職をはじめ職場の同僚は、育児休業者に対して、適宜、電子メール

等の情報通信手段を活用して、課内の業務状況等を知らせるとともに、

育児の状況について、相互に連絡を取り合うように努めます。 

育児休業から復帰する際には、ＯＪＴ研修（職場内研修）を行い、スム

ーズに職場復帰できるよう心がけます。 

育児休業から復帰した職員は、業務に慣れるのに時間がかかる上、子ど

もの急な発熱などにも対応しなければならないことを考慮する必要が

あります。仕事と子育ての両立のための最も大切な時期であるので業務

分担などについてよく検討し、職場全体でサポートするよう努めます。 

④ 育児休業取得対象

職員の範囲の拡大 

育児休業の取得促進を図るため、職員の配偶者が、専業主婦（夫）や育

児休業中であっても、育児休業を取得できるようにし、育児休業制度の

充実に努めます。 

⑤ 育児休業期間中の

職員の研修 

産前・産後休暇、育児休業中の職員に対しても、市町村職員研修所等で

実施される研修への参加を認めます。 

 

 

 ■ 上記の取組により達成する目標【達成目標年度 令和 7年度】 

男性職員の育児休業取得率を30％以上にする（令和2年 0 %） 

 

 

 

 

（5）子どもの看護休暇の取得促進を図ります －子どもを安心して看護するために－ 

  

① 子どもの看護休暇

を取得しやすい雰

囲気の醸成 

管理職は、取得の妨げとなる「周囲に対する気兼ね」等がなくなるよ

うな職場の雰囲気の醸成に努めます。また、職員の突発的な休暇取得

の場合においても、業務に支障のないよう業務遂行体制の工夫に努め

ます。 

② 子どもの看護休暇

の取得促進拡充 

職員に子どもの看護休暇（子ども1人につき年5日、2人以上の場合

は10日、対象は小学生までの子ども）をＰＲし、取得促進に努めます。 

③ 申請方法の簡略化 
休暇申請手続をシステム導入により電子化します。申請方法の簡略化

を進めることにより、より取得しやすい環境を整えます。 
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（6）子育てしやすい職場環境を目指します －家族のふれあいを大切にするために－ 

 

①時間外勤務の縮減 

【人事担当課】 

ノー残業デー（水曜日・金曜日）の周知徹底を図り、水曜日を一斉退庁

強化日とする取組を継続させます。また、システム導入により勤務管理

の電子化を進めることで、時間外勤務の状況把握に努めるとともに、所

属長の時間外勤務に対する意識の徹底を図ります。 

【所属長】 

ＲＰＡやＡＩ-ＯＣＲ等を活用した事務の効率化に取り組み、時間外勤

務の縮減に努めます。また、時間外勤務を縮減する職場の雰囲気づくり

や個々の職員の意識改革を進めます。時間外勤務の多い職員に対して

は、改善策を講じ、健康管理に配慮します。 

【全職員】 

常に事務の効率化に努め「ノー残業デー」を積極的に実施し、時間外勤

務を縮減するよう努めます。また、特定の職員に事務が集中しないよう、

協力して業務を行います。 

② 年次有給休暇の計

画的取得促進 

職員は、年次有給休暇の取得促進のため、業務の繁閑を考慮して計画的

に取得するよう努めます。また、管理職は取得しやすい体制づくりに努

めます。 

③ 育児短時間勤務、部

分休業の活用 

育児短時間勤務や部分休業の活用を促し、育児と仕事を両立しやすい環

境を整えます。 

④ 早出遅出勤務の制

度設計 

早出遅出勤務についての規程を策定し、実際に利用できるような体制を

作ることで、育児や介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援

できる環境を整えます。 

⑤ 時間外勤務の免除 
3歳までの子どもを養育する職員には、仕事に支障がない限り、時間外

勤務を行わせないよう努めます。 

⑥ 多様な働き方の研

究と検討 

効率的に仕事を進めるための柔軟な働き方（在宅勤務をはじめとするテ

レワークや、多様な勤務時間帯等）は、通勤負担の軽減に加え、多様な

働き方の選択肢を拡大するものです。先行実施事例等の調査・研究を進

め、導入を検討していきます。 

育児短時間勤務 ・・・ 小学校就学未満の子を養育する職員が、1週間の勤務時間を短縮できる制度 

部分休業      ・・・ 小学校就学未満の子を養育する職員が、1日2時間まで休業できる制度 

早出遅出勤務    ・・・ 小学校就学未満の子どもの養育又は要介護者の介護を行う職員が、1日の勤務

時間を変更することなく始業・終業時刻を変更して勤務できる制度 

 

 ■ 上記の取組により達成する目標【達成目標年度 令和 7年度】 

職員の年次有給休暇の平均取得日数を12日以上にする（令和2年 8.9 日） 
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（7）ハラスメントの防止を図ります －個人の人権と職場の秩序を守るために－ 

 

① 防止対策の法整備 

「職場におけるハラスメントの防止に関する要綱」に基づき、ハ

ラスメント防止や排除のための措置を講ずるとともに、ハラスメ

ントに起因する問題が生じた場合には、適切な対応を行います。 

② ハラスメント防止研

修の実施 

定期的な研修を行うことにより、全ての職員のハラスメントに対す

る関心と理解を深めます。ハラスメント行為に対する組織の共通認

識を確立することにより、ハラスメントを「しない」「させない」

職場環境を構築します。 

 

３．制度関連以外の取組 

  次に掲げる事項は、前項で掲げた職員の勤務環境等に関する事項以外に、市役所が１つの事業所

として取り組む事項です。市民が子育てしやすい社会づくりや、子どもたちの健全育成等への取り

組みにより、次世代の育成を支援します。 

 

（1）子育てに配慮した環境整備に努めます －親子にやさしい公共施設であるために－ 

 

① 受動喫煙防止対策

の強化 

敷地内での禁煙を原則禁止することで、受動喫煙の防止を図り、庁舎

内で働く職員をはじめ、来庁される妊婦や小さな子どもの健康被害を

なくします。 

② 子育てバリアフリー

への取り組み 

これまで本庁舎において、授乳室の設置などの環境整備が行われてき

ました。今後も引き続き、妊婦や小さな子どもを連れた来庁者にも配

慮した施設整備や、窓口対応に努めます。 

③ 来庁しやすい職場

の推進 

職員は、子どもを連れた来庁者が安心して用務を済ませられるよう、

日頃から親切で丁寧な接客に心がけます。 

 

（2）地域の子育てを支援します －羽咋市の子どもが健全に育つために－ 

 

① 職員の地域貢献活

動への参加奨励 

職員が地域において、子育てに役立つ知識や特技を活かして子どもの

健全育成、子育て家庭の支援等を行うＮＰＯや地域団体等の活動に、

参加することを奨励します。 

② 地域の子どもの安

全確保 

地域の子どもを交通事故から守るために毎月行っている街頭指導や、

地域小学校で発足している見守り隊への参加を通じ、地域ぐるみで子

どもの安全確保に努めます。 

 


